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2022年8月30日に開催された宮城県市長会議（於栗原市）において採択した宮城県村井知事宛の要
望書を提出が提出されています。以下、要望項目の「地域医療」について抜粋しています。

「地域医療の充実について」

安全で安心な生活を送るためには、地域医療の充実が不可欠であり、中でも、自治体病院は
地域の中心的な病院として、一般医療や救急医療等で重要な役割を担っており、地域医療に欠
かせない存在である。
また、高齢化に伴う疾病構造の変化、事故や災害の多発傾向、医療技術の進歩、住民意識の

変化などにより、救急医療及び高度専門医療に対する住民のニーズが拡大してきているが、医
師や看護師等の医療従事者の不足が深刻化している上、本県における救急医療施設及び高度専
門医療施設の設置状況は県内二次医療圏ごとに見ると必ずしも十分とは言えない。各圏域内で
のこれら施設の設置等だけでなく、医療法の規定に基づき、五疾病（がん、脳卒中、急性心筋
梗塞、糖尿病、精神疾患）や五事業（救急医療、災害時医療、へき地医療、周産期医療、小児
医療）、在宅医療に対応した医療分担及び地域医療連携体制の構築が強く望まれている。
よって、地域医療の充実のため、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。

記

1 自治体病院の役割に鑑み、経営環境の厳しい自治体病院の経営安定化のため、救急医療を初
めとする不採算部門への支援、公立病院特例債の復活、独自補助制度の創設等、財政支援措
置を拡充すること。

2 県内の二次医療圏ごとに医療機関の機能分担による整備を行い、小児科・産科医師を集約化
した拠点病院の整備を早期に行うとともに、地域の中核的病院及び災害拠点病院の整備・強
化を図ること。

3 救急医療体制を維持・確保するため、二次救急患者の転院体制を構築するなどにより、二次
救急医療体制の充実強化を図るとともに、救命救急センター運営に対する財政支援を行うな
どにより、三次救急医療体制の充実強化を図ること。
また、夜間及び休日における適正受診を促すよう、さらなる啓発を行うこと。
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4 各医療圏の連絡調整のため、基幹病院、消防機関、市町村等で構成する連絡会議を設置する
とともに、夜間の初期救急の維持に主体的に取り組むこと。

5 医師、看護師、薬剤師、理学療法士等の医療従事者の人員の確保及び地域偏在の是正等が図
られるよう、医師派遣体制を充実させるとともに、自治医科大学等の入学定員の増員や医師
に一定期間地域医療従事を義務づける等のシステムを早急に構築する等、各種支援措置を講
じること。
また、令和6年4月からは働き方改革として医師の時間外労働の上限規制が適用される。医師
を初めとする医療従事者の労働環境の整備が喫緊の課題であり、その対策として、現在の医
療体制を維持するにも人員増が必須となる。この状況を踏まえ、不足している小児科・麻酔
科・産婦人科等の診療科の医師や救急医の確保、さらには医療従事者の離職防止対策、養成
制度の充実・支援及び復職支援対策等、医療体制の一層の整備を図ること。

6 医師会付属看護学校の卒業生の多くは、地元への定着率も高く、地域医療の充実に大きく貢
献しており、地域医療の維持・確保にとって非常に重要であるが、人口減少や少子化の影響
等により生徒数が減少するなど厳しい経営環境にあることから、看護学校を安定的・継続的
に運営していくための財政措置の充実を図ること。

7 第7次宮城県地域医療計画（地域医療構想）において回復期や慢性期病床への転換を求めてい
るが、その後方として介護・在宅の充実が不可欠であることから、介護施設整備に要する財
政措置、介護職員の勤務環境の改善を図ること

（写真は宮城県市長会HPより）
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